
農
業
近
代
化
資
金
融
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

農
業
経
営
を
め
ぐ
る
状
況
が
大
き
く
変
化
す
る
中
、
農
業
経
営
の
改
善
に
係
る
農
業
者
等
の
取
組
の
促
進
に
向
け
て
、
民
間

金
融
機
関
が
取
り
扱
う
長
期
・
低
利
の
制
度
資
金
で
あ
る
農
業
近
代
化
資
金
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
は
一
層
重
要
と

な
っ
て
い
る
。 

 

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

農
業
協
同
組
合
、
地
方
銀
行
、
信
用
金
庫
等
の
民
間
金
融
機
関
や
農
業
者
等
に
対
し
、
農
業
近
代
化
資
金
の
貸
付
上
限
額

の
引
上
げ
等
貸
付
条
件
の
拡
充
内
容
と
と
も
に
、
制
度
の
利
点
に
つ
い
て
も
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
。 

二 

農
業
者
等
の
資
金
ニ
ー
ズ
に
あ
わ
せ
て
時
宜
に
応
じ
た
融
資
実
行
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
融
資
手
続
の
簡
素
化
な
ど
の
環

境
整
備
を
行
う
こ
と
。
そ
の
上
で
、
民
間
金
融
機
関
に
お
い
て
農
業
者
等
の
返
済
に
係
る
リ
ス
ク
管
理
等
が
適
切
に
行
わ
れ

る
よ
う
必
要
な
助
言
を
行
う
こ
と
。 

三 

農
業
者
等
の
資
金
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
必
要
な
融
資
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
と
も
緊
密
に
連
携
し
て
、
適
切

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

四 

物
価
高
騰
の
中
で
、
農
業
者
等
の
経
営
に
厳
し
さ
が
増
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
農
業
用
機
械
、
施
設
、
資
材
等
の
実
勢

価
格
の
動
向
を
継
続
的
に
把
握
す
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 

 


